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第１章 法及びガイドラインの遵守等 

１．定義（ガイドライン第２条） 

[ガイドライン] 

第２条 このガイドラインにおいて使用する用語は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法

律第５７号）第２条において使用する用語の例によるほか、次の定義に従うものとする。 

一 電気通信事業者 電気通信事業（電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）第２条第４号

に定める電気通信事業をいう。）を行う者をいう。  

二 電気通信サービス 電気通信事業者が業務として提供する電気通信役務（電気通信事業

法第２条第３号に定める電気通信役務をいう。）及びこれに付随するサービスをいう。  

三 利用者 電気通信サービスを利用する者をいう。  

四 加入者 電気通信事業者との間で電気通信サービスの提供を受ける契約を締結する者を

いう。 

 

（第２条の解説） 

(1) 本ガイドラインで使用する基本的用語を定めるものであるが、電気通信事業を行う者が取り

扱う個人情報を広く対象とするため、電気通信事業法の用例とは必ずしも一致しない。 

(2) 「電気通信事業者」とは、電気通信事業法上は、電気通信事業を営むことについて、登録、届

出という行政上の手続を経た者をいうが、同じサービスを提供しながら本来行わなければなら

ない手続を経ていないという理由でガイドラインの対象外となるのは不合理であるので、本ガイ

ドラインでは、こうした手続の有無にかかわらず、電気通信事業を営む者を対象とすることとし

た。なお、電気通信事業法の適用除外とされている同法第１６４条第１項各号に定める事業を

営む者についても、同法第４条（秘密の保護）の規定の適用があり個人情報保護の必要性に差

はないことから、本ガイドラインの対象とすることとした。また、営利を目的とせずに電気通信事

業を行う者についても、個人情報を適正に取り扱うことは求められることから、本ガイドラインの

対象とすることとした。 

(3) 電気通信事業者の事業の中心は、電気通信役務（電気通信設備を用いて他人の通信を媒介

し、その他電気通信設備を他人の用に供すること。）を他人の需要に応じて提供することである

が、それ以外にもこれに付随するサービスを行っており（電話帳発行業務等はこれに当た

る。）、これらの業務の過程において取り扱う利用者の個人情報についても適正な取扱いが要

請されることから、これらを含めたものを「電気通信サービス」とし、ガイドラインの対象とするこ

ととした。 

(4) 「利用者」とは、電気通信事業法上は、電気通信事業者との間に電気通信役務の提供を受け

る契約を締結する者をいうが、加入電話にみられるように契約者でなくとも電気通信サービスの

利用は可能であることから、これらの者の個人情報をも保護するため、単なる電気通信サービ

スの利用者を「利用者」としてガイドラインの対象とすることとした。 

(5) 「加入者」とは、電気通信事業法上の「利用者」に該当する者をいう。 
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(6) 第 1 号から第４号に規定する用語以外で、このガイドラインにおいて使用する用語は、個人情

報保護法第２条において使用する用語の例によることになる。 

なお、個人情報保護法第２条第１項においては、「個人情報」とは「生存する個人に関する情

報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別す

ることができるもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別する

ことができることとなるものを含む。）をいう。」と定義されている。 

このうち、「個人」とは、日本国民に限られず、外国人も含まれる。また、公務員及び公人も

「個人」に当たる。法人その他の団体は「個人」に該当しないため、法人その他の団体に関する

情報は個人情報に含まれない。ただし、法人その他の役員に関する情報は個人情報に当た

る。 

「個人に関する情報」とは、氏名、性別、生年月日等個人を識別する情報に限られず、個人の

身体、財産、社会的地位、身分等の属性に関して、事実、判断、評価を表すすべての情報をい

い、評価情報といわれるものも含まれる上、公刊物等によって公にされているものも含まれる。

「その他の記述等」とは、氏名、生年月日以外の記述又は個人別に付された番号、記号その

他の符号等をいう。映像、音声もそれによって個人の識別に至る限りは「等」に含まれる。 

(7) 本ガイドラインは、個人の権利利益の保護を目的とすることから、個人を識別することができ

ない情報は除く一方、他の情報と照合することによって個人を識別することができる場合は対

象としている。もっとも、他の情報との照合が容易でない場合については、個人の識別が容易

ではなく、個人の権利利益を侵害するおそれも小さいと認められることから、個人情報の範囲

から除外している。具体的には、他の電気通信事業者への照会を要する場合のほか、内部で

も取扱部門が異なる等の事情により照会が困難な場合がこれに当たる。 

なお、本ガイドラインでは、死者に関する情報は、死者と生存する者の双方に関する情報を除

き、対象としていないが、死者に関する情報についても適正に取り扱う必要があることは生存す

る者に関する情報と同様であり、死者に関する情報についても、安全管理措置の実施等基本

的には生存する者に関する情報と同様に本ガイドラインに定める措置をとり適正に取り扱うこと

が求められる。また、電気通信事業法の通信の秘密の保護の対象は、生存する者に限定され

ていないことにも留意する必要がある。 

 
本指針において使用する用語は、法及びガイドラインにおいて使用する用語

の例による。 
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